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第３章 

業態別にみた小売業 
 

「業 態 別 統 計 編 」は、商 業 統 計 表 の二 次 加 工 編 のひとつとして公 表 ・刊 行 される統 計 表 です。こ

の統計編は、商業統計調査を用いて、小売事業所（商店）についてその個別事業所ごとの主たる取

扱商品の販売方法、売場面積などから業態の格付けを行い、それを再集計して公表しているもので

す。なお、平 成 １４年 調 査 では、「ホームセンター」及 び「ドラッグストア」を新 設 しました。業 態 別 の定

義は、以下のとおりです。 

セルフ
方式
（注１）

取扱商品　（注２） 備　　考

衣が70％以上
食が70％以上
住が70％以上

うちホームセンター
住関連スーパーのうち
5991+5992+6022が0％を超え70％未満

うち終日営業店 ○ 飲食料品を扱っていること
終日
営業

５．ドラッグストア ○
産業分類「601」に格付けされた事業所

で、6011を扱っていること

うち各種商品取扱店（注３）

衣が50%以上
食が50%以上
住が50%以上

 うち各種商品取扱店（注３）

（注１）
（注２）

（注３） 「各種商品取扱店」とは、「5599その他の各種商品小売業」に格付けされ、かつ、コンビニエンスストアの定義に該当しない事業所であっ
、「６．その他のスーパー」はセルフサービス方式を採用している事業所、「９．その他の小売店」はセルフサービス方式を採用していない

事業所をいいます。

業 態 分 類 の 定 義

「セルフ方式」とは、売場面積の50％以上について、セルフサービス方式を採用している事業所をいいます。
取扱商品欄の３桁及び４桁の番号は、日本標準産業分類の分類番号に準拠しています。また、「衣」、「食」、「住」とは、商品分類番号の上
２桁で衣（56）、食（57）、住（58～60）に分類して集計したものを指します。

「７．」に該当する小売店を除く。

の他の小売店
×

「１．」、「７．」、「８．」以外の非
セルフ店

８．中心店
１　衣料品中心店

×２　食料品中心店
３　住関連中心店

２　食料品専門店

３　住関連専門店

561,562,563,564,5691,5692,5699のいずれかが90％以上
572,573,574,575,576,577,5792,5793,5794,5795,5796,5797,
5799のいずれかが90%以上
5811,5812,5813,5814,582,591,592,599,601,602,603,604,
605,606,607,6091,6092,6093,6094,6095,6096,6097,6099
のいずれかが90%以上

×

「２．」、「３．」、「４．」、「５．」以
外のセルフ店

○

７．専門店
１　衣料品専門店

区　　分

２．総合スーパー

営業時間

14時間以上

売場面積

3000㎡以上（都の特
別区及び政令指定都
市は6000㎡以上）
3000㎡未満（都の特
別区及び政令指定都
市は6000㎡未満）

3000㎡以上（都の特
別区及び政令指定都
市は6000㎡以上）
3000㎡未満（都の特
別区及び政令指定都
市は6000㎡未満）

１　衣料品専門スーパー
２　食料品専門スーパー
３　住関連専門スーパー

４．コンビニエンスストア

○

産業分類「5791 コンビニエンス
ストア（飲食料品を中心とする
ものに限る）」以外も含みます。

250㎡以上

30㎡以上250㎡未満

６．その他のスーパー

×

○

（注）

　「１．百貨店」及び「２．総合
スーパー」は、産業分類「551
百貨店、総合スーパー」に格
付けされた事業所にあたりま
す。
　「551百貨店、総合スーパー」
とは、衣、食、住にわたる各種
商品を小売し、そのいずれも
小売販売額の10％以上70％
未満の範囲内にある事業所
で、従業者が50人以上の事業
所をいいます。

１　大型百貨店

２　その他の百貨店

１　大型総合スーパー

２　中型総合スーパー

１．百貨店

３．専門スーパー
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※上 記 に掲 載 している分 類 名 称 については、次 頁 を参 照 してください。 

 
 『商業統計表 業態別統計編』は、（社）経済産業統計協会を発行者として、政府刊行物センター

などで販売しています。 
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前頁に記載されている分類番号の名称 

分類番号 分類名称 分類番号 分類名称 分類番号 分類名称
5991 金物 572 酒 5811 自動車（新車）
5992 荒物 573 食肉 5812 中古自動車
6022 種・種子 574 鮮魚 5813 自動車部分品・付属品
601 医薬品・化粧品 575 野菜・果実 5814 二輪自動車（原動機付自転車を含む）

6011 医薬品（調剤薬局を除く） 576 菓子・パン 582 自転車
561 呉服・服地・寝具 577 米穀類 591 家具・建具・畳
562 男子服 5792 牛乳 592 機械器具
563 婦人・子供服 5793 飲料（別掲を除く） 599 その他のじゅう器
564 靴・履物 5794 茶類 601 医薬品・化粧品

5691 かばん・袋物 5795 料理品 602 農耕用品
5692 洋品雑貨・小間物 5796 豆腐・かまぼこ等加工食品 603 燃料
5699 他に分類されない織物・衣服・身の回り品 5797 乾物 604 書籍・文房具

5799 他に分類されない飲食料品 605 スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器
606 写真機・写真材料
607 時計・眼鏡・光学器械

6091 たばこ・喫煙具専門
6092 花・植木
6093 建築材料
6094 ジュエリー製品
6095 ペット・ペット用品
6096 骨とう品
6097 中古品（骨とう品を除く）
6099 他に分類されないその他

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注１) 平成１４年調査において業態区分の見直し（「ホームセンター」及び「ドラッグストア」を新設）を

行ったことから、業態別の平成１１年の数値については、平成１４年定義にあわせて組み替えた

ものを用いています。 
 
注 ２) 業 態 格 付 に必 要 な取 扱 商 品 の分 類 変 更 （平 成 １１年 調 査 （簡 易 調 査 ）は主 に３桁 分 類 、１４

年 調 査 （本 調 査 ）は４桁分 類 ）に伴 い、専 門 店 、中 心 店 については２業態 を合 算 し、「専 門 店 ・

中心店」として前回比較を行っています。 
 
 
 



 

 


